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再 評 価 書

事業名 森林整備（林道開設）事業 事業区分 県営林道経ヶ峰線 室名 森林保全室

事業概要 工期
平成６年～２０年（１５年間）

全体事業費
３，５２０百万円（負担率：国 50、県 50）
ただし芸濃町内は県 32.5、町 17.5

事 業 目 的 及 び 内 容

（１）所在地

美里村大字北長野の国道１６３号の長野峠付近を起点として、経ヶ峰から西に延びる稜線の中腹部を

通過し、経ヶ峰頂上まで進み、その後、笹子川沿いを北上し、芸濃町河内地内錫杖湖畔の県道津芸濃大

山田線を終点とします。

（２）事業の目的

林業生産性の向上を図ることによって、林業生産活動を活性化させ、森林資源を有効活用するととも

に、津市などの人口の集中する都市部からほど近い経ヶ峰の山腹に広がる森林の適正管理を促進し、公

益的機能の維持増進を図る。

併せて、眺望がよく憩いの場として利用されている経ヶ峰と、キャンプ場やレクリエーション施設が

集まり多くの観光客が訪れる錫杖湖畔を連絡するアクセスルートとして、また、美里村大字平木地区と

芸濃町河内地区を結ぶ地域住民の生活基盤として、地域の活性化を図る。

（３）全体計画

① 全体延長 ： １５，１００ｍ（うち終点から２，２２０ｍは既設林道を改築利用）

② 幅員 ： ５ｍ

③ 全体事業費： ３，５１９，５００千円（２３３千円／ｍ）

④ 事業期間 ： 平成６年度～平成２０年度（１５年間）

（４）利用区域の森林資源の状況

当該路線の利用区域面積は１，１１０ｈａ、国有林を除いた民有林面積は９２１ｈａ、民有林のうち

スギ・ヒノキ人工林は７８０ｈａで、人工林の８７％が１６～５０年生の間伐対象の森林です。

事 業 主 体 の 再 評 価 結 果

１ 再評価を行った理由

再評価実施後５年を経過して継続中の事業であることから、三重県公共事業再評価実施要綱第２条に基

づき再評価を行いました。

２ 事業の進捗状況と今後の見込み

（１）課題

平成１５年度末の進捗状況は延長で３５％、事業費で３７％で、事業計画期間内での完成は困難で、

事業完了は平成３０年度になる見通しです。

（２）変更計画

① 全体延長 ： １５，１００ｍ

② 全幅員 ： ５ｍ

③ 全体事業費 ： ３，５１９，５００千円（２３３千円／ｍ）

④ 事業予定期間： 平成６年度～平成３０年度（２５年間）

（３）変更計画に対する進捗状況

開設延長

進捗率

事業費

進捗率

開設単価

平成１０年度末

２，７８０ｍ

１８．４％

６４９，２８０千円

１８．５％

２３３千円
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平成１５年度末

５，２５７ｍ

３４．８％

１，３１１，２８０千円

３７．３％

２４９千円

１１～１５年度

２，４７７ｍ

１６．４％

６６２，０００千円

１８．８％

２６７千円

残計画

９，８４３ｍ

６５．２％

２，２０８，２２０千円

６２．７％

２２４千円

（４）利用区域内の森林整備の状況

整備面積

うち間伐

Ｈ１１～１５実績

１７６．５ｈａ

１６２．６ｈａ

Ｈ１６～２０計画

１４０．６ｈａ

１３１．２ｈａ

計

３１７．１ｈａ

２９３．８ｈａ

３ 事業を巡る社会経済状況等の変化

（１）関連集落の変化

起点側美里村平木地区、終点側芸濃町河内地区とも集落の人口は５年前に比べ１割以上減少していま

す。

高齢化率については両集落とも町村の平均を大きく上回り、５割近くが６５歳以上の高齢者です。

（２）森林・林業情勢の変化

① 中勢森林組合は、県内では最初に市町村域を越えて広域合併し体質強化を図った森林組合で、平成

６年には小径木加工にも取組など、積極的な活動を行っています。

平成１５年には効率的な木材生産活動の取組を進めるため、高性能林業機械スイングヤーダを導入

しました。

② 中勢森林組合では、平成１２年度から１６年度の５年間で１２名の新規就業者を採用しています

が、作業員数は平成１２年度６２名に対し平成１６年度６３名とほぼ横ばいです。

③ 美里村、安濃町、芸濃町では、緊急地域雇用創出特別基金事業（緑の雇用事業）を活用し、間伐推

進を図っています。
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④ 森林整備活動の中核を担う認定林業事業体が森林組合以外に３社あります。

⑤ 平成１３年６月に、これまでの木材生産を主体とした政策から、森林の持つ多様な機能を持続的に

発揮させるための政策への転換を図るため、林業基本法が大きく改正され、森林・林業基本法として

成立しました。

（３）社会情勢

芸濃町、安濃町、美里村は、広域合併により、平成１７年４月から津市になる予定です。

（４）財政状況の変化

本県の厳しい財政状況によって林道事業予算が減少しており、進捗が伸び悩んでいます。

４ 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元の意向

４－１ 費用対効果分析

林野公共事業の費用対効果分析は平成１２年度から導入されたため、事業採択時及び前回再評価時

は費用対効果分析を行っていません。

４－２地元の意向

（１）受益者

森林の荒廃が進む中、適正な森林管理を実施するため、また地域の観光資源の活用を行うことにより

産業の活性化、地域活性化に資することから、早期の完成を望んでいます。

（２）芸濃町、安濃町、美里村

奥地森林資源を活用した林業振興や公益的機能発揮のための森林適正管理に重要な林道であるとと

もに、地域住民の生活改善、災害時の迂回路、観光資源の活用など山村地域の振興を図る上で不可欠な

施設であることから、事業の積極的な推進と早期の完成を望んでいます。
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５ コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性

① 平成１２年度から路肩の縮減を行い、これまでの４年間で１７百万円（従来に比べ１０，１３５円

／ｍ）の縮減が可能となりました。

② 平成１４年度から補強土壁工を採用し、これまでの２年間の施工延長１１８ｍで２０百万円（従来

に比べ１６９千円／ｍ）の縮減が可能となりました。

６ 環境配慮

（１）間伐材等の利用

① 間伐材を利用した木柵工や丸太伏工など森林資源の有効活用を図りながら、通行の安全確保や周辺

環境保全に必要な対策を講じています。

また、工事で発生した支障木を仮設の木柵等に利用し、工事中の土砂の流下防止を図っています。

② 林道事業では、本年度から、工事で発生する支障木の根株をチップ化して緑化工の基盤として利用

する工法に積極的に取り組むこととしています。

（２）水質の汚濁防止

当路線の関係水域に簡易水道の取水箇所が１箇所あるため、盛土法面・法尻に木柵工・人工張芝伏工・

土留工等を設置し、土砂の流出防止、水質の汚濁防止を図っています。

（３）景観配慮

景観に影響を与えるような地形の改変を最小限にするとともに、早期の緑化等により景観配慮に努め

ています。

（４）その他

① 平成１５年度から掘削機械については排出ガス対策型を使用しています。

７ 費用対効果分析

Ｂ（便益）＝ ４，１１２，２７９ 千円

Ｃ（費用）＝ ３，２８５，６７０ 千円

Ｂ／Ｃ ＝ １．２５

８ 林道の効果

① 林業生産コストの低減や、労働条件の改善により、経ヶ峰山麓に広がる豊富な森林資源を活かした

林業の活性化を図ることができます。

② 水源涵養機能や土砂流出防止機能などの公益的機能を発揮させるための森林の適正管理を効率的

に推進することができます。

③ 都市部から近いことから、森林体験学習のフィールドや、経ヶ峰山頂、錫杖湖畔の観光資源や森林

資源を活かした集客交流産業の活性化を図る基盤として、期待されています。

④ 美里村大字平木地区、芸濃町河内地区は主要道路が少なく、主要道路被災時の迂回路となります。

⑤ 市町村合併により同一市となる美里村平木と芸濃町河内集落を結ぶ道路として、両集落間の連携や

住民の絆を深める上で重要な役割を果たすことが期待されます。

再 評 価 の 経 緯

平成１１年度再評価審査委員会において、環境に配慮した林道計画について検討すること、との意見を

いただき、環境配慮に努めながら林道事業を実施しています。

事 業 主 体 の 対 応 方 針

三重県公共事業再評価実施要綱第３条の視点を踏まえて再評価を行った結果、同要綱第５条第１項に該

当すると判断されるため、コスト縮減と環境配慮に努めながら早期完成を目指し、事業を継続したい。


